
　

甲佐町犯罪被害者等見舞金制度

町では、犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負われた方の経済的な負担

軽減を図るため、甲佐町犯罪被害者等支援条例施行規則で定めるところにより、見舞金を

支給します。

日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命ま

たは身体を害する罪に当たる行為で、警察に被害届が提出され、被害が認知された犯罪

※ 令和７年４月１日以降に発生した犯罪行為に限ります。

対象となる犯罪

見舞金の種類・支給額・支給対象者

まずは電話でお問合せください

甲佐町役場 くらし安全推進室

直通電話０９６－２３４－１１６７ 月～金８：３０～１７：１５（祝日・年末年始を除く）

お問合せ先

遺族見舞金

支給額：３０万円

甲佐町に住所を有する方または配偶者暴力(DV)等の被害を受けやむを得

ず甲佐町内に居住されている方が、犯罪行為によりご遺族となった場合、

その第１順位のご遺族の方に遺族見舞金を支給します。

【ご遺族の範囲・順位】 〇の数字は遺族見舞金の支給を受けられるご遺族の順位です。

①配偶者（事実婚も含む)

犯罪被害者の収入で生活をしていた ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

上記に該当しない ⑦子 ⑧父母 ⑨孫 ⑩祖父母 ⑪ 兄弟姉妹

重傷病見舞金

支給額：１０万円

甲佐町に住所を有する方または配偶者暴力(DV)等の被害を受けやむを得

ず甲佐町内に居住されている方が、犯罪行為により重傷病を負った場合に、

その方に重傷病見舞金を支給します。

重傷病～１か月以上の加療かつ通算３日以上の入院を要すると医師に診断された傷害または疾病

(精神疾患の場合は、１か月以上の加療かつ３日以上労務に服すことができないと医師に診断されたもの)

申請期限

犯罪被害を知った日から１年以内 (ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではありません)


